
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第２７号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２６年２月１２日 １９時２７分ごろ（現地時刻） 

発生場所 シンガポール共和国シンガポール港のパワイ灯浮標 

 （概位 北緯０１°１１.５′ 東経１０３°４０.６′） 

事故等調査の経過  平成２６年２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ＬＮＧ運搬船 AL
アル

 JASRA
ジ ャ ス ラ

、１１１,１６８トン 

 １３６７６８、日本郵船株式会社、株式会社商船三井、川崎汽船株

式会社及び飯野海運株式会社、ＮＹＫ ＬＮＧシップマネージメン

ト株式会社（船舶管理会社） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級海技士（航海） 

航海士Ａ、二級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼５枚に欠損 

灯浮標 浮体部分に曲損 

 事故等の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか２９人が乗り組み、平成２６年２月

１２日１３時２８分（現地時刻、以下同じ。）ごろ、シンガポール港の

錨地付近で右舷錨を投下して錨鎖を６節まで出し、船首を約２７７°

（真方位、以下同じ。）に向けて錨泊した。 

 航海士Ａは、船橋で守錨当直を行っていたところ、１７時１５分ご

ろ、本船がパワイ灯浮標（PAWAI buoy、以下「本件灯浮標」とい

う。）へ接近していることに気付いて船長を呼び、昇橋した船長にそ

の旨を報告した。 

 船長は、機関を極微速力前進として本件灯浮標との衝突を回避した

後、降橋して自室にいたとき、窓から見えた本件灯浮標への接近速度

が速いことを認め、昇橋し、本件灯浮標を回避するために機関を極微

速力前進としたものの、１９時２７分ごろ約１１４°に向首した本船

の右舷船尾部と本件灯浮標とが衝突した。 

 船長は、本件灯浮標に曲損が生じていることを認め、また、翌日、

本船の水面下部分の調査を実施したところ、プロペラ翼５枚に損傷が

あることを知った。 

 気象・海象  (1) 気象（本船における観測値） 

   １７時００分 風向 東南東、風速 ６m/s 

   １８時００分 風向 東、風速 ４m/s 



 

   １９時００分 風向 南東、風速 ５m/s 

   １９時２７分 風向 東、風速 １０m/s、視程 ３海里以上 

   ２０時００分 風向 北東、風速 ９m/s 

 (2) 海象 

   海上 波高 約０.２ｍ、潮流 不明 

 その他の事項  船長は、本船を錨泊させる際、錨地内に他の船舶が錨泊しており、

十分な距離を保って錨泊することができなかったため、錨泊区域より

約３７０ｍ南西方の錨地外に錨泊させた。 

 本船は、錨泊時、錨鎖が正船首～船首やや右舷寄りに張っており、

船長は、本件灯浮標を左舷２°５５０ｍ付近に認めていた。 

 船長は、本事故当日には東流が続く旨の助言を水先人から得ていた

が、実際には潮流の影響はなかったと思った。 

 本船では、シンガポール港の風向、風速及び波高に関する予報を気

象情報提供会社から入手していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

なし 

あり 

 本船は、シンガポール港の錨地で錨泊中、約１０m/sの東風を受け

たことから、本件灯浮標へ接近し、船長が機関を極微速力前進とした

ものの、右舷船尾と本件灯浮標とが衝突したものと考えられる。 

 船長は、守錨当直を行っていた航海士Ａから本件灯浮標に接近して

いる旨の報告を受け、機関を使用して本件灯浮標を回避した後、自室

から速い速度で本件灯浮標へ接近している状況を見て昇橋し、機関を

極微速力前進としたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、シンガポール港の錨地で錨泊中、約１０m/s

の東風を受けたため、本件灯浮標へ接近し、船長が機関を極微速力前

進としたものの、右舷船尾と本件灯浮標とが衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・風や潮流の影響による振れ周りを考慮し、安全な場所に投錨する

こと。 

 


